
「第１次青森県困難な問題を抱える女性支援計画及びＤＶ防止・被害者支援計画」概要

１ 計画策定の趣旨等

２ 現状

(１)策定の趣旨
ＤＶ被害者をはじめとする困難な問題を抱える女性等の人権が尊重

されるとともに、福祉の増進及び自立に向けて県が実施する施策を総合
的に推進し、「ＤＶ被害者を含む困難な問題を抱える女性等が安心して
暮らすことができる社会の実現」を目指す

(２)計画の位置づけ
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」及び「配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく県基本計画

(３)計画期間
令和６（2024）年度から令和10（2028）年度までの５年間
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■ 女性相談支援センターの相談受付件数 ■ 配偶者暴力相談支援センターの相談受付件数

※配偶者暴力相談支援センターは、県女性相談所、県男女共同参画

センター、各地方福祉事務所、青森市、八戸市の計10か所に設置

1,124 1,145
922 875

54 33

27 23

R元 R2 R3 R4

電話相談 面接相談

1,178 1,178

949 898

３ 課題

(１)市町村計画の策定
ＤＶ被害者を含む困難な問題を抱える女性等（以下「困難女性等」と

いう。）にとって、最も身近な市町村における施策の充実を図るため、
市町村に対して市町村計画の策定を働きかける必要がある。

(２)市町村における相談支援体制の構築
困難女性等に対する継続的な支援のため、市町村に対して女性相談支

援員の配置及び配偶者暴力相談支援センターの設置を働きかける必要が
ある。

(３)相談窓口の周知
県全体として、ＤＶ相談件数が増加しているため、相談窓口の周知を

図る必要がある。

(４)支援対象者のニーズに対応した一時保護の実施
女性相談支援センターが行う一時保護の実施に当たっては、困難女性

等の状況等を考慮し、最も適切と考えられる方法及び施設を選定する必
要がある。

(５)民間団体等との連携
困難女性等への支援のため、市町村、関係機関、民間団体と連携・

協働した取組を行っていく必要がある。

４ 基本理念及び基本目標

○関連事業の実施状況は「青森県ＤＶ被害者及び困難女性等支援
調整会議」に毎年度報告し、進捗状況を評価。

○進捗状況は、毎年度県民に公表する。

５ 進行管理と評価

◆基本理念
～ＤＶ被害者を含む困難な問題を抱える女性等が安心して暮らすことの
できる社会の実現～

◆基本目標
①ＤＶ被害者を含む困難な問題を抱える女性等に対する包括的かつ
継続的な支援

②ＤＶ被害者を含む困難な問題を抱える女性等の支援を行う機関の
体制強化及び連携の充実
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基本理念 ／ ＤＶ被害者を含む困難な問題を抱える女性等が安心して暮らすことのできる社会の実現

基本目標 施策の方向性 取組内容

Ⅰ

ＤＶ被害者を含む困
難な問題を抱える女
性等に対する包括的
かつ継続的な支援

１ 困難女性等に関する理解の普及
と予防啓発

(1)県民への理解の普及と予防啓発 (2)女性に対する暴力の根絶に向けた取組の充実

２ 発見・通報体制の充実
(1)困難女性等に対する関係機関・民間団体の周知 (2)発見・通報機関における対応の強化
(3)医療機関・福祉関係者における発見・通報体制の強化 (4)県広報の活用等による通報窓口等の
周知 (5)高齢者・障がい者及び児童に関する情報への対応

３ 相談支援体制の充実

(1)民間団体や地方公共団体による居場所づくり (2)いつでもどこでも相談できる体制の確立
(3)緊急時における安全の確保 (4)本人の意思を尊重した支援方法の検討等
(5)相談者の多様なニーズへの対応の充実 (6)障がい者や外国人相談者に対する支援体制の整備
(7)相談担当職員や支援者の安全確保及びメンタルヘルスケア体制の整備 (8)苦情処理体制の構築
(9)警察等における対応の充実 (10)市町村における相談支援体制の強化

４ 一時保護体制の充実
(1)困難女性等の状況に応じた適切な一時保護の実施 (2)広域連携の促進
(3)一時保護期間中の通学・通勤に関する配慮 (4)一時保護終了時における関係機関との連携

５ 迅速かつ適切な被害者保護 (1)保護命令制度の利用 (2)保護命令の通知を受けた場合の対応

６ 同伴児童への支援 (1)一時保護所に同伴する児童の心のケアと支援の推進 (2)児童の安全な就学の確保

７ 心のケアの充実 (1)被害者の心のケアの充実 (2)児童の心のケアの充実 (3)一時保護退所後の支援体制の整備

８ 自立支援
(1)ソーシャルワーク（社会福祉援助）の実践 (2)就労促進のための支援 (3)居住支援
(4)各種援護制度等の利用に関する支援 (5)司法制度等の利用に関する支援

９ アフターケアの推進 (1)地域移行後の切れ目ない支援の実施

Ⅱ

ＤＶ被害者を含む困
難な問題を抱える女
性等の支援を行う機
関の体制強化及び連
携の充実

１ 支援機関の体制強化
(1)女性相談支援センター、女性相談支援員等、女性自立支援施設の体制の整備 (2)支援調整会議
(3)相談担当職員の資質の向上 (4)関係者への研修の充実 (5)調査研究の推進

２ 民間団体との連携 (1)民間団体との協働による取組の検討と活動支援

３ 関係機関との連携 (1)県域における連携 (2)地域における連携 (3)実務関係者間の連携

（別紙）施策体系


